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チ
ェ
ー
ン
上
の
労
働
者
や
顧
客
、

地
域
社
会
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。

そ
の
た
め
、
企
業
に
よ
る
人
権
侵

害
事
案
の
影
響
を
受
け
た
あ
ら
ゆ

る
人
々
が
救
済
措
置
を
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
、
苦
情
処
理
メ
カ
ニ
ズ

ム
は
全
て
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

に
公
平
に
開
か
れ
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン


メ
ー
ル
、
電
話
と
い
っ
た
各
種
受

け
付
け
手
段
と
受
け
付
け
後
の
フ

ロ
ー
の
整
備
、
そ
れ
ら
が
多
言
語

で
対
応
可
能
に
な
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
企
業
で
全

て
カ
バ
ー
す
る
こ
と
は
難
易
度
が

高
い
た
め
、
第
三
者
機
関
等
へ
の

委
託
や
、
業
界
で
連
携
し
た
プ
ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
設
立
も
進
み
つ

つ
あ
る
。

こ
こ
ま
で
企
業
へ
の
要
請
に
つ

い
て
概
説
し
た
が
、
人
権
尊
重
の

取
り
組
み
は
絶
対
的
な
正
解
や
終

わ
り
が
な
い
も
の
で
あ
る
。
加
え

て
、
今
後
も
技
術
の
進
展
や
社
会

情
勢
・
価
値
観
の
変
化
に
よ
る
人

権
リ
ス
ク
の
多
様
化
（
Ａ
Ｉ
〈
人

工
知
能
〉
と
人
権
な
ど
）
が
想
定

さ

れ

る

た

め
、
サ
イ
ク

ル
を
回
す
中

で
取
り
組
み

の
高
度
化
を

図
っ
て
い
く

こ
と
が
重
要

に
な
る
。

人
権
に
関

す
る
取
り
組
み
は
、
リ
ス
ク
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
の
側
面
が
強
い
と
い
う

印
象
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、
特
に
労
働
分
野
の
課
題
解

決
が
優
先
さ
れ
得
る
物
流
事
業
者

に
と
っ
て
は
、
冒
頭
で
も
言
及
し

た
通
り
、
人
権
リ
ス
ク
を
軽
減
す

る
こ
と
が
、
人
材
獲
得
及
び
人
材

の
価
値
を
最
大
化
さ
せ
る
「
人
的

資
本
経
営
」
に
も
直
結
す
る
機
会

と
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
各

社
の
前
向
き
な
対
応
が
望
ま
れ

る
。

括
的
な
方
針
と
し
て
策
定
す
る
こ

と
が
推
奨
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
人

権
に
か
か
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
企
業

統
治
）
を
実
効
的
に
機
能
さ
せ
る

た
め
、
取
締
役
会
レ
ベ
ル
な
ど
、

企
業
の
最
上
位
の
意
思
決
定
機
関

に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
上
で
公
表

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
人
権

尊
重
の
取
り
組
み
を
先
行
し
て
進

め
て
い
る
企
業
で
は
、
人
権
分
野

の
監
督
責
任
者
の
明
記
や
、
社
長

等
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
署
名

と
と
も
に
人
権
方
針
を
公
表
し
て

い
る
例
も
多
い
。

次
に
求
め
ら
れ
る
人
権
デ
ュ
ー

・
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と
は
、
企
業
の

人
権
に
対
す
る
負
の
影
響
を
特
定

・
防
止
・
軽
減
し
、
対
処
す
る
プ

ロ
セ
ス
を
実
行
す
る
こ
と
で
あ

る
。
人
権
リ
ス
ク
の
評
価
に
当
た

っ
て
は
、
国
際
人
権
規
約
を
は
じ

め
と
す
る
各
種
国
際
規
範
が
う
た

う
人
権
リ
ス
ク
、
そ
し
て
物
流
事

業
者
が
関
連
す
る
直
近
数
カ
年
の

人
権
リ
ス
ク
事
象
等
を
洗
い
出
し

た
上
で
、
自
社
の
事
業
特
性
や
企

業
風
土
を
十
分
に
考
慮
し
な
が
ら

分
析
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
最
初
か
ら
全
て
の
人
権
リ

ス
ク
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
の
で

は
な
く
、
リ
ス
ク
の
高
い
（
深
刻

度
・
発
生
可
能
性
が
高
い
）
分
野

か
ら
優
先
的
に
対
応
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。

物
流
業
界
に
お
い
て
、
一
般
的

に
リ
ス
ク
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る

分
野
と
し
て
は
、
ド
ラ
イ
バ
ー
や

船
員
な
ど
特
殊
な
環
境
下
に
あ
る

労
働
者
の
長
時
間
労
働
や
労
働
環

境
、
賃
金
等
の
雇
用
条
件
ま
た


輸
送
機
や
倉
庫
・
ヤ
ー
ド
で
の
荷

役
等
、
重
労
働
が
発
生
す
る
現
場

に
お
け
る
労
働
安
全
衛
生
が
挙
げ

ら
れ
る
。
他
に
も
、
物
流
業
界
で

人
権
へ
の
取
り
組
み
に
先
行
着
手

し
て
い
る
企
業
で
は
、
輸
送
に
お

い
て
非
人
道
的
な
行
為
（
人
身
取

引
等
）
に
意
図
せ
ず
加
担
し
て
い

な
い
か
、
と
い
う
点
を
重
視
し
て

い
る
例
も
あ
る
。

最
後
に
、
人
権
侵
害
が
発
生
し

て
し
ま
っ
た
場
合
の
救
済
の
た

め
、
苦
情
処
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
構

築
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
既

に
内
部
通
報
制
度
が
整
備
さ
れ
て

い
る
企
業
も
多
い
が
、
事
業
活
動

の
影
響
を
受
け
る
対
象
は
社
内
の

従
業
員
だ
け
で
な
く
、
サ
プ
ラ
イ

方
針
の
詳
細
は
後
述
す
る
）
。

調
査
の
結
果
、
今
回
対
象
と
な

っ
た
物
流
事
業
者
の
う
ち
、
現
時

点
で
人
権
方
針
を
策
定
し
て
い
る

の
は
、
表
１
の
通
り
１
割
未
満
と

限
ら
れ
た
数
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
た
。
細
分
化
し
た
業
種
・
業
態

別
に
見
る
と
、
倉
庫
・
輸
送
関
連

よ
り
陸
・
海
・
空
運
業
が
や
や
先

行
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、
表
２
で
は
物
流
事
業
者

の
人
権
方
針
の
策
定
時
期
に
つ
い

て
、
18
年
度
以
前
及
び
19
年
度
以

降
の
各
年
度
で
集
計
し
て
い
る

が
、
21
年
度
以
降
の
割
合
が
過
半

数
を
占
め
て
い
た
。
22
年
度
の
４

社
は
上
期
分
の
み
の
デ
ー
タ
で
あ

る
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
近
年
の

ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
要
請

強
化
に
従
っ
て
物
流
事
業
者
の
取

り
組
み
も
加
速
し
つ
つ
あ
る
こ
と

が
推
測
さ
れ
、
今
後
の
進
捗
に
注

目
し
た
い
。

労
働
環
境
に
配
慮
を

今
ま
さ
に
人
権
尊
重
に
取
り
組

む
企
業
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
物
流

業
界
で
、
具
体
的
に
何
に
取
り
組

む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

大
多
数
の
人
権
関
連
法
令
・
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
で
参
照
さ
れ
て
い
る

「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指

導
原
則
」
で
は
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
の
表
明
、
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
リ

ジ
ェ
ン
ス
の
実
施
、
救
済
の
三
つ

の
取
り
組
み
が
、
企
業
に
対
し
て

課
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
目
の
人
権
尊
重
に
向
け
た

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
表
明
は
、
今

後
の
人
権
に
か
か
る
取
り
組
み
の

ベ
ー
ス
と
な
る
た
め
、
各
種
人
権

リ
ス
ク
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
包

物
流
事
業
者
の
現
状

で
は
、
日
本
の
物
流
事
業
者
は

ど
の
程
度
、
人
権
に
関
す
る
取
り

組
み
を
進
め
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

今
回
は
、
人
権
方
針
の
策
定
状
況

か
ら
日
本
の
物
流
事
業
者
の
現
状

を
確
認
し
た
い
。
人
権
方
針
は
、

企
業
が
人
権
に
か
か
る
取
り
組
み

を
実
施
す
る
上
で
最
も
コ
ア
に
な

る
取
り
組
み
の
一
つ
で
あ
り
、
か

つ
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
（
利
害

関
係
者
）
の
期
待
へ
の
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
人
権
方
針
の
策
定
状
況

を
確
認
す
る
こ
と
で
、
物
流
事
業

者
の
人
権
に
対
す
る
取
り
組
み
の

進
し

ん

捗
ち
ょ
く

を
効
果
的
に
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

調
査
に
お
い
て
は
、
①
過
去
２

年
で
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
を

実
施
②
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
（
金
融
商

品
取
引
法
に
基
づ
く
有
価
証
券
報

告
書
等
の
開
示
書
類
に
関
す
る
電

子
開
示
シ
ス
テ
ム
）
の
業
種
分
類

に
お
い
て
、
陸
運
業
、
海
運
業
、

空
運
業
、
倉
庫
・
輸
送
関
連
に
分

類
さ
れ
て
い
る


の
両
要
件
に

該
当
す
る
企
業
を
対
象
に
、
各
社

の
公
開
情
報
（
22
年
９
月
27
日
時

点
）
か
ら
人
権
方
針
の
策
定
有
無

及
び
策
定
時
期
を
整
理
し
た
。

な
お
、
本
調
査
に
お
い
て
は
、

あ
く
ま
で
「
人
権
方
針
」
と
銘
打

っ
て
い
る
も
の
を
抽
出
す
る
こ
と

と
し
、
他
の
方
針
、
行
動
規
範
、

そ
の
他
理
念
体
系
の
中
で｢

人
権｣

に
言
及
す
る
程
度
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
も
の
な
ど
は
対
象
外
と
し
た

（
企
業
に
要
請
さ
れ
て
い
る
人
権

事
実
は
、
人
権
と
い
う
テ
ー
マ
に

取
り
組
む
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
十

分
に
湧
い
て
い
な
い
企
業
を
突
き

動
か
す
た
め
の
ヒ
ン
ト
に
も
な
り

得
る
考
え
方
か
も
知
れ
な
い
。

動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
一
層
加
速

す
る
と
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
上

に
お
け
る
人
権
侵
害
の
発
生
が
相

次
い
で
明
ら
か
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
は
、
メ
デ
ィ
ア

に
よ
る
報
道
を
通
じ
て
国
際
社
会

に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

も
の
の
、
企
業
活
動
に
直
接
的
な

制
限
を
掛
け
ら
れ
る
国
際
的
な
法

令
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
が
存
在
し

な
か
っ
た
。
す
る
と
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
当
該
状
況
の
改
善
に

向
け
た
議
論
が
盛
り
上
が
る
よ
う

に
な
り
、
企
業
に
も
人
権
保
護
の

責
任
を
負
わ
せ
る
べ
き
、
と
い
う

考
え
方
が
通
説
と
な
っ
た
。
こ
う

し
た
流
れ
を
受
け
、
２
０
１
１
年

の
国
連
人
権
理
事
会
に
お
い
て
、

「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指

導
原
則
（
ラ
ギ
ー
原
則
）
」
が
全

会
一
致
で
決
議
さ
れ
、
「
人
権
を

尊
重
す
る
企
業
の
責
任
」
が
規
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
歴
史
を
振
り
返
っ

て
み
る
と
、
人
権
に
か
か
る
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
イ
ン
パ
ク
ト
を
低
減
す
る

こ
と
が
、
企
業
及
び
社
会
に
と
っ

て
の
意
義
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
近
年
で
は
、
「
ポ
ジ
テ

ィ
ブ
イ
ン
パ
ク
ト
の
増
大
」
を
図

る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
企
業

経
営
に
お
け
る
人
権
尊
重
の
意
義

は
大
き
い
と
考
え
る
向
き
が
強

い
。
こ
れ
は
近
年
、
必
要
性
が
盛

ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
人
的
資

本
経
営
」
の
在
り
方
を
振
り
返
る

こ
と
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。経

産
省
の
「
人
的
資
本
経
営
と

は
」
に
よ
る
と
、
「
人
的
資
本
経

営
」
と
は
、
人
材
を
「
資
本
」
と

捉
え
、
そ
の
価
値
を
最
大
限
に
引

き
出
す
こ
と
で
、
中
長
期
的
な
企

業
価
値
向
上
に
つ
な
げ
る
経
営
の

在
り
方
で
あ
る
。
一
方
、
企
業
活

動
に
お
け
る
人
権
尊
重
も
、
そ
れ

を
進
め
る
こ
と
で
、
各
労
働
者
が

自
分
の
持
ち
場
で
存
分
に
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
を
発
揮
す
る
土
壌
が
形

成
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
｢

人

的
資
本
経
営
」
及
び
「
企
業
活
動

に
お
け
る
人
権
尊
重
」
は
、
双
方

と
も
に
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
イ
ン
パ
ク

ト
の
増
大
」
を
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
ゴ
ー
ル
は
い
ず
れ

も
企
業
価
値
向
上
で
あ
る
と
い
う

国
内
全
企
業
が
対
象

９
月
13
日
経
済
産
業
省
は｢
責

任
あ
る
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
等
に

お
け
る
人
権
尊
重
の
た
め
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン｣

の
策
定
を
発
表
し
た


本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
全
て
の
日

本
企
業
に
対
し
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ

ー
ン
（
Ｓ
Ｃ
、
供
給
網
）
に
お
け

る
人
権
尊
重
の
た
め
の
取
り
組
み

が
推
奨
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と

い
う
点
で
注
目
に
値
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
企
業
に
対
し

て
人
権
尊
重
の
た
め
の
取
り
組
み

を
要
請
す
る
動
き
は
こ
れ
が
初
め

て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
歴
史

は
数
十
年
程
に
わ
た
る
。

本
稿
で
は
、
企
業
が
な
ぜ
人
権

に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
が
重
要
な

の
か
、
そ
し
て
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
コ
ミ
ッ
ト
が
企
業
に
求
め
ら

れ
て
い
る
の
か
と
い
う
観
点
で
、

「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
の
意
義
と

現
状
を
概
説
す
る
こ
と
と
し
た

い
。コ

ミ
ッ
ト
す
る
意
義

企
業
が
人
権
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る

意
義
は
、
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
イ
ン
パ

ク
ト
の
低
減
」
と
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ

イ
ン
パ
ク
ト
の
増
大
」
の
両
面
に

あ
る
と
い
え
る
。

「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
の
文
脈

に
お
け
る
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
イ
ン
パ

ク
ト
の
低
減
」
と
は
、
企
業
活
動

を
通
じ
、
人
権
に
対
す
る
負
の
影

響
が
生
じ
て
い
た
状
況
を
是
正
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て

は
、
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
が
論

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
を

振
り
返
る
と
分
か
り
や
す
い
。

「
人
権
」
を
保
護
す
る
責
任
は

元
来
、
国
家
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。｢

基
本
的
人
権
の
尊
重｣

が
日
本
国
憲
法
で
規
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
点
は
理
解

し
や
す
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
特

に
１
９
９
０
年
代
以
降
、
企
業
活

さ
く
ま
・
み
ず
き

東
京

大
学
経
済
学
部
経
営
学
科
卒

業
。
一
貫
し
て
人
権
・
人
的

資
本
経
営
を
中
心
と
す
る
サ

ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
分
野
の
コ

ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
従
事
。

う
え
だ
・
な
つ
き

一
橋

大
学
国
際
公
共
政
策
大
学
院

修
了
。
大
手
コ
ン
サ
ル
テ
ィ

ン
グ
フ
ァ
ー
ム
等
を
経
て
現

職
。
一
貫
し
て
サ
ス
テ
ナ
ビ

リ
テ
ィ
戦
略
・
リ
ス
ク
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
に
か
か
る
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
に
従
事
。

人
材
獲
得
つ
な
げ
る
好
機

取
り
組
み
の
高
度
化
必
要

／

リ
サ
ー
チ･

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
部
門

日
本
総
合
研
究
所
／

リ
サ
ー
チ･

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
部
門

日
本
総
合
研
究
所
／

リ
サ
ー
チ･

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
部
門

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

佐
久
間

瑞
希

マ
ネ
ジ
ャ
ー

上
田

奈
月

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

佐
久
間

瑞
希

マ
ネ
ジ
ャ
ー

上
田

奈
月

サスティナビリティ経営の動向③

表１ 人権方針を策定している物流事業者数

業 種(対象企業数)業 種(対象企業数)

陸運業 (105社)

海運業 (14社)

空運業 (7社)

倉庫・輸送関連 (59社)

物流事業者合計 (185社)

策定済みの企業数策定済みの企業数

8社

2社

2社

1社

13社

表２ 物流事業者の人権方針の策定年度

策定年度策定年度

2018年度以前

19年度

20年度

21年度

22年度(9月27日時点)

企業数企業数

2社

2社

1社

4社

4社

（
面
担

田
村
咲
絵
）

６2022年(令和4年)10月28日(金曜日)第 3 種郵便物認可 羅　針　盤




